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議  事  の  経  過 

発言者 議題・発言内容・決定事項 

局長 皆さんおはようございます。定刻となりますので、ただ今から、令和元年第 

１１回農業委員会総会を始めさせていただきます。 

局長 はじめに、進藤会長からごあいさつを申し上げます。 

会長 あいさつ（省略） 

局長 本日は、傍聴人の方がお見えでございますので、よろしくお願いいたしま

す。なお、傍聴人に申し上げます。 

お手元の『傍聴人心得』を良くお読みいただき、傍聴くださいますようお

願いいたします。  

局長 現在の出席委員は農業委員１２名、推進委員９名でございます。 

農業委員会会議規則に基づきまして、進藤会長に議長をお願いいたします。 

 【開会 午前９時０３分】 

議長 現在出席委員１２名であり定足数に達しておりますので、これから第１１回総会

を開会いたします。 

議長 議事録署名委員に荒井委員、白石委員を指名いたします。 

議長 まず初めに事務局から発言を求められていますので、事務局の発言を許可します。 

事務局 本日、審議を予定しております、議案第２３号の現況地目については、「畑」では

なく、「宅地」が正しいものとなりますので、訂正をお願いいたします。 

議案第２５号の案件について、農地中間管理事業に係る農用地利用配分計画（案）

の表紙のさしかえがありましたので、つづりのさしかえをお願いします。 

議案第２３号 農地法第４条の規定による許可申請に対する進達の意見 

議長 日程第１ 議案第２３号 農地法第４条の規定による許可申請に対する進達の意

見について を議題といたします。事務局から内容説明をいたさせます。 

事務局 議案第２３号 農地法第４条の規定による許可申請に対する進達の意見につきま

して、御説明いたします。今回案件は１件でございます。 

総会資料の２ページ目をご覧願います。 

 

番号１につきましては、申請人が所有権を有する申請地について、既存住宅敷と

して転用するための申請です。 

申請地につきましては、昭和４５年以前から住宅敷地として使用されており、今

後も宅地として使用することから、今回、申請がなされたものです。 



 農地区分につきましては、１０ｈａ以上の一団の農地であることから、第１種農

地と判断されますが、昭和４５年に撮影された航空写真により宅地利用が確認出来 

ております。 

また、申請内容及び関係各課が必要とする要件を備えていることから、転用につ

いてはおおむね認められるものと思われます。 

議長 説明が終了しました。これから番号１の現地確認の報告を委員にお願いいたしま

す。 

委員 今回、農地法４条の規定による許可申請の農地について、１２月１８日に現地確

認をいたしました。現地案内図を参照ください。現在申請地については事務局の説

明通りです。地主の話によると、昭和４５年以前から宅地の一部として利用してお

り、今後も宅地の一部として利用するというお話でした。従いまして、この案件に

つきましては、転用理由や申請地の状況から見て、転用についてはやむを得ないと

判断いたしました。皆様のご審議よろしくお願いします。 

議長  報告が終了しました。これから御意見・御質疑等をお伺いします。御意見・御質

疑等ございましたらお願いいたします。 

 ［質疑等なしという声あり］ 

議長 質疑なしと認めます。 

議長  お諮りします。本案については事務局説明及び地区担当農業委員からの報告、転

用理由、申請地が含まれる区域の農地性及び地域農業との調和を図りつつ効率利用

できるものと判断し、転用はやむを得ないものと認め、許可相当の意見を付して県

へ進達することで御異議ございませんか。 

 ［異議なしという声あり］ 

議長 異議なしと認めます。よって議案第２３号については、原案のとおり決定しま

す。 

議案第２４号 農地法第５条の規定による許可申請に対する進達の意見 

議長 日程第２ 議案第２４号 農地法第５条の規定による許可申請に対する進達の意

見について を議題といたします。事務局から内容説明をいたさせます。 

事務局 議案第２４号 農地法第５条の規定による許可申請に対する進達の意見につ

きまして、御説明いたします。 今回案件は１件でございます。 

総会資料の３ページをご覧願います。 

 

番号１につきましては、譲受人が譲渡人の土地に、使用貸借権を設定し、資材

置場として一時転用するための申請です。 

譲受人につきましては、電気通信事業を営んでおり、携帯電話無線基地局の設

置工事を施工するにあたり、資材置場が必要であり、申請地を工事期間中一時的 



 に使用するため、今回の申請がなされたものです。 

 農地区分につきましては、農用地区域内農地と判断されますが、基地局は転用

不要であり、資材置場は農地法施行令の不許可の例外に該当するため、一時転用 

が可能となります。 

 また、計画の実現性については、申請内容及び関係各課が必要とする要件を備

えていることから、おおむね認められるものと思われます。 

議長 説明が終了しました。これから番号１の現地確認の報告を委員にお願いいたし

ます。 

委員  農地法５条の現地確認について御説明いたします。今回の申請地、議案第２４号 

番号１の現地を１２月１８日に確認いたしました。現地案内図は２ページをご覧下

さい。申請地は現在、農地として使用され雑草等もない状態でした。なお、使用目

的等は事務局の説明の通りです。この案件につきましては、転用理由が一時的な使

用のため、転用についてはやむを得ないものと判断いたしました。皆さんの御審議

をお願いいたします。 

議長  報告が終了しました。これから御意見・御質疑等をお伺いします。御意見・御

質疑等ございましたらお願いいたします。 

委員  転用につきましては、ただいま説明があった通り、状況から、また法的にも問

題はないと思うが、転用期間、また終了後についてはどのようになるのか御説明

をお願いしたい。 

事務局  まず、転用の期間についてですが、今回案件の内容としては２ヶ月間、年明け

概ね１月下旬から２ヶ月程度と予定されている。併せてその２ヶ月間というのは

今回転用して最終的に畑に復元するまでを含めて２ヶ月間ということで申請が

なされています。許可が下りればそのような施工期間になると思われます。 

委員 今回、一時転用ということですが、当然転用するためにはどこの基地に工事を

するのか場所が分かったら教えていただきたい。 

事務局  基地については畑の中となります。今回申請のある農地の一部分を基地局とし

て使用し、残りの部分を一時転用する形となっている。筆自体は形的にもう少し

大きいものになる。 

委員  その一時転用する所に携帯の基地を建てるということでよいか。 

事務局  そういった形となる。 

議長  他に御意見ありますか。 

 ［異議なしという声あり］ 

議長  質疑なしと認めます。 

議長  お諮りします。本案については事務局説明及び地区担当農業委員からの報告、 



 転用理由、申請地が含まれる区域の農地性及び地域農業との調和を図りつつ効率利

用できるものと判断し、一時的な転用はやむを得ないものと認め、許可相当の意見

を付して県へ進達することで御異議ございませんか。 

 ［異議なしという声あり］ 

議長 異議なしと認めます。よって議案第２４号については、原案のとおり決定します。 

議案第２５号 農地中間管理事業に係る農用地利用配分計画（案）に対する意見 

議長 日程第３ 議案第２５号 農地中間管理事業に係る農用地利用配分計画（案）に

対する意見について を議題といたします。農政課職員の入室を求めます。 

 ［農政課担当職員、事務局席へ移動］ 

議長 本案につきましては農地中間管理事業の推進に関する法律第１９号第３項の規定

に基づき白岡市から依頼がありました。これより、農政課職員から内容説明をいた

させます。 

農政課  それでは農地中間管理事業に係る農用地利用配分計画（案）に対する意見につい

て説明をさせていただきます。 

まずはじめに、議案に入らせていただく前に、事前に配布させていただいている

資料の表紙の表示に誤りがございましたので、差替えをさせていただきました。申

し訳ございませんでした。修正箇所でございますが、農地中間管理事業に係るがひ

らがなのかかるとなり誤りがございました。係るの文字を訂正させていただきまし

た。もう一点につきましては、日程第３と表記されておりましたがそちらを削除さ

せていただいております。その２点が変更点となっております。 

それでは議案第２５号 農地中間管理事業に係る農用地利用配分計画（案）に対

する意見について でございますが、配分計画を作成する市は、農地中間管理事業

の推進に関する法律第１９条第３項に基づき、原則として農業委員会の意見を聴取

することとされております。意見を聴取する事項としては、次のとおりとなってお

ります。農地のすべてを効率的に利用しているか、周囲の農地利用に悪影響を及ぼ

すか、必要な農作業に常時従事する見込みであるか、従事する見込みがない場合は、

他の農業者との適切な役割分担の下、継続的、安定的に農業経営を行う見込みであ

るか、従事する見込みがない場合は、業務執行役員の１人以上が耕作等の事業に常

時従事する見込みであるか、受け手希望者への農用地貸付の適否 以上６事項とな

っております。 

 それでは、配布させていただきました別添資料の農用地利用配分計画（案）及び位置

図をご覧ください。 

 位置図につきましては、農林公社が作成した位置図を提供していただいておりますの

で、資料として使用させていただきました。文字等見にくい部分については、御了承い

ただきますようお願い申し上げます。 

 また、今回借り入れる農地につきましては、赤色の太線で囲ってある部分でございま

す。 



 借受人、借受地、存続期間等の内容につきましては、資料のとおりでございます。 

今回の借受けにつきましては、２件ございました。 

はじめに、法人である●●でございます。 

今回借受けを行う農地につきましては、農用地配分計画案のうち番号１から番号 

１０９までとなっております。借受人の農業経営状況につきましては、平成２６年

１０月に春日部市内で本社を設立しておりますが、令和元年４月に春日部市から白

岡市へ本社を移転いたしました。現在、借受けている農地面積は、約３５ｈａであ

り、市内で借受けている面積は、約２６ｈａでございます。そのうち、中間管理事

業を行っている面積ついては約１７ｈａとなっております。 

今後借りる農地につきましては、市内の日勝地区及び篠津地区の借入の拡大を予

定しております。 

また、こちらの法人につきましては、主にネギを栽培しており、多品種のネギに

取組み栽培をしております。 

続きまして、役員の農業従事日数につきましては、３２０日であります。雇用労

働者につきましては、常時勤務が４名、パートタイム労働者等が、年間約２０名を

雇用しております。 

最後に農機具等所有状況につきましては、集荷調整ハウス２２０㎡が１棟、トラ

クターが６台、耕運機が５台、トラックが６台、農薬肥料散布機等がございます。 

続きまして、法人である■■でございます。 

今回借受ける農地につきましては、農用地配分計画案のうち番号１１０から番号

１１４までとなっております。 

借受人の農業経営状況につきましては、平成２３年４月に久喜菖蒲町内で事務所

を設立しております。 

■■が現在借受けている農地面積につきましては、約７６ｈａでございます。そ

のうち全てを農地中間管理機構を通じた土地の借入れを行っております。      

また、白岡市内で借受けている面積につきましては約６．３ｈａとなっております。

今後につきましても農地中間管理機構を通じて、市内の大山地区、日勝地区を中心

に借入れを拡大していく予定となっております。こちらの法人につきましては、主

に水稲を栽培し、コシヒカリ、彩のかがやきなどの品種を作付けしております。ま

た、近年では、ネギの栽培に取組んでおり、作付面積については、約２ｈａ程度の

作付けしております。 

続きまして、役員の農業従事日数につきましては、３００日で、雇用労働者は、

常時勤務は４名、パートタイム労働者等は、年間約１００名を雇用しております。 

最後に農機具等所有状況については、出荷調整倉庫３０００㎡が１棟、トラクタ

ーが３台、コンバインが２台、田植機が２台等を所有しており、南彩農協管内唯一

多収性品種に取組んでおります。 

市といたしましては、農業経営状況等から判断して、２件の借受者に貸借するこ

とについては、支障なしと考えております。農業委員の皆様のご審議をお願いいた

します。 

補足でございますが、今後の日程について説明させていただきます。 

農業委員会で意見決定後に、市より農地中間管理機構に対し農用地利用配分計画 



 及び配分計画に係る意見書を提出させていただきます。 

農地中間管理機構において農用地利用配分計画が定められ、埼玉県に対し承認申

請されます。埼玉県において農用地利用配分計画の公告・縦覧が行われ、その後認

可となっております。以上で説明を終了させていただきます。 

議長  説明が終了しました。これから御意見・御質疑等をお伺いします。御意見・御質

疑等ございましたらお願いいたします。 

委員  説明の中で、●●、■■を含め、●●につきましてはネギを栽培しているわけで

すが、大型トラクターで耕運したり除草したりしているが、道路の方にも回転する

時に道路に入り込んできてハンドルを切るものですから、道路が傷むケースが出た

り、何回かクレームがあった。再度注意していただきたい。 

 ■■の水稲の方ですが、機械が大型化されてきているので、農道がかなり傷んで

しまう。その辺も注意していただきたい。近隣の田んぼに迷惑がかからないよう、

きめの細かい作業をお願いしたい。機械が大きくなるとどうしても粗放的になって

しまうので、注意をお願いしたい。 

委員  少子高齢化で農家の状況も厳しい、また農地の不耕作による雑草等、環境面も悪

くなってきている。農地中間管理機構は環境保全も兼ねた農地の利用がされている

ことは良いことだと思う。疑問に思うことがあるのだが、賃料について差があるの

はどうしてか。 

農政課  賃料につきましては２社で８千円と３千円に分かれているが、法人に賃料の設定

を一任している。中間管理自体にも一律でいくらというものがございません。よっ

て、法人の経営状況に応じて金額の設定をさせていただいております。 

委員  県の基準等法的な縛り等はないのか。 

農政課  県の基準等はございません。 

委員  賃料について法人の経営状況に応じて金額が異なるという話であったが、同じ白

岡の土地の使い方について、市としても農業委員会においても賃料について指導、

あるいは提示をしてはどうか。違う土地の使い方で賃料に差が出ることに納得はで

きるが、同じ土地の使い方で賃料に差が出ることに対し、行政としてどのように指

導していくのか。 

議長  個人としては、賃金に多少の差がでることに対してはやむを得ないと思う。あま

り差が出てしまうことに対してはどうかと思う。その辺は事務局と話し合う必要が

あるかと思う。事務局の意見を伺いたい。 

農政課  田と畑について、田につきましては水利費等がございますので１万円設定でよろ

しいのかと思われる。畑につきましては一律５千円程度でよろしいのかなと事務局

としては考えております。 

委員  賃料について、昨年から▲▲が参入しており、▲▲は賃料が７千円から８千円か

と思われる。■■については３千円である。 



 同じ白岡でもあまりに差があるので、早急に■■の賃料を上げるのか、▲▲の賃料

を下げるのか調整をして欲しい。併せて、今後、他の地区でも水稲を拡大しながら

中間管理機構を通して賃料統一の話を図っていただきたい。 

議長  賃料にばらつきがあるということだったが、その辺も事務局からお話をしていた

だけたらと思う。 

農政課  補足になりますが、白岡市ではこのような賃料が多いです。と各法人に話はさせ

ていただいております。ただ、例えば■■は田だと１万円、畑だと３千円というこ

とで、白岡市だけではない。各市をまたがって営農されている。どこでもそのよう

にさせていただきたいと企業の要望があります。★★も賃料を８千円程度まで下げ

たいと話を伺っている。市内である程度の作物の状況等によって、なるべく平準化

していきたいと思っている。これから事業者とも話をさせて頂けたらと思う。市か

らはこの賃料にしなさいとは言えることではないので、調整できたらと考えており

ますのでよろしくお願いいたします。 

委員  大山地区の■■についてですが、田は８千円だったと思う。パイプライン付近で

水稲も行っていたと思うが賃料はいくらくらいだったか伺いたい。 

農政課  ■■の水稲の賃料については、毎年農協で彩のかがやきの１等級米がございます。

その１等級米の価格に見合った賃料を支払っております。１反あたり６０キロ分の

販売価格の賃料を基準にお支払いをさせていただいております。 

委員  白岡市として今後、遊休農地、荒廃農地の懸念があるが、その解消運動として企

業に賃料を行政指導していただければと思う。 

農政課  誘導はできるが行政指導まではできない。企業活動なので、経営規模や畑におい

ては、どんな作物を植えるのかによって売り上げも違う。土地は有効に活用してい

ただいた上で、適正だと思われる賃金に落ち着かせられるように市では配慮してい

きたいと思う。 

議長  よろしいですか。質疑なしと認めます。 

議長  お諮りします。本案につきましては農用地利用配分計画（案）のとおり承認し、

市へ回答することで御異議ございませんか。 

 ［異議なしという声あり］ 

議長  異議なしと認めます。よって議案第２５号については、原案のとおり決定します。 

議長  以上をもちまして、議案第２３号から議案第２５号に係る全ての議事を終了いた

します。引き続き協議報告会を開催いたします。 

 協議報告事項１ 農地法第４条第１項第７号の規定による転用届出に対する専決処分 

 協議報告事項２ 農地法第５条第１項第６号の規定による転用届出に対する専決処分 

議長  協議報告事項１ 農地法第４条第１項第７号の規定による転用届出に対する専 



 決処分について 協議報告事項２ 農地法第５条第１項第６号の規定による転用届

出に対する専決処分についてを事務局から説明をいたさせます。 

事務局 協議報告事項１ 農地法第４条第１項第７号の転用届出に関する専決処分につい

て でございますが、今回報告は２件でございます。 

総会資料の６ページ目をご覧願います。 

 

番号１および番号２につきましては、住宅敷のための転用です。 

事務局 続きまして、協議報告事項２ 農地法第５条第１項第６号の転用届出に関する専

決処分について でございますが、今回報告は１件でございます。 

総会資料の７ページ目をご覧願います。 

 

番号１につきましては、住宅敷のための転用です。 

議長 説明が終了いたしました。これから御意見・御質疑等お伺いします。御意見・御

質疑等ございましたらお願いいたします。 

 ［質疑等なしという声あり］ 

議長 質疑なしと認めます。 

協議報告事項３ その他 

議長 質疑もないようですので、協議報告事項３その他に移ります。事務局から内容説

明をいたさせます。 

事務局 協議報告事項３ その他 について でございますが、 

○農地転用等許可後の現地確認について 

・Ｈ３０年１月～１２月までの議案とした５条の案件の内完了届未提出分について、

目的通りの利用がされているかの確認をお願いいたします。（４条は完了済み） 

 別添の議案書のコピーの各案件に、担当する委員さんの名前を入れてあるので、

現地を確認いただき、工事が終わっていれば「済」、工事中であれば「工事中」、何

もやっていたいようであれば「農地のまま」や「不耕作地」等を代表地番の下や脇

に記入して１月総会時に提出してください。 

 

○農業委員会活動記録の提出について 

・提出がお済でない方は、総会後に提出をお願いします。 

 

○来月の農地改良等現地パトロールについて 

・１月７日 荒井委員・大山地区推進委員 

・１月２１日 白石委員・八木橋委員・日勝地区推進委員 

必要に応じて日程変更をお願いします。 

 



 ○来月総会 

・１月２４日（金）午前９時 

・議事録署名委員の荒井委員、白石委員の両委員は来月印鑑をお願いします。 

 

○綱紀粛正について 

・先日の全国農業委員会会長代表者集会において「農業委員会の委員等の綱紀保持

に関する申し合わせ」が決議されたのを受け、総会で注意喚起を実施するよう要請

がありました。つきましては、先月総会でも綱紀粛正の周知をしたところですが、

この場で改めて申し合わせ決議を行いたいと思います。進藤会長、よろしくお願い

いたします。 

会長 私たち農業委員、農地利用最適化推進委員は、農業者の公的な代表機関である農

業委員会組織の一員として、法令に則り適正に農地制度を運用し、農地利用の最適

化を実現する責務を負っている。 

特に、農地制度に基づく許認可に係る事務については、個人情報に接することも

多く、公平・公正な運用はもちろんのこと、個人情報保護も徹底しなければならな

い。 

私たち農業委員、農地利用最適化推進委員は、高い倫理観を持ち、法令順守を徹

底するため、次の事項についてここに申し合わせ、決議する。 

 

(１)農業委員会が担っている職務と責任を改めて自覚し、法令に則り適正に農地

制度を運用すること。特に、農業委員会法第 31条の議事参与の制限、同第 33 条の

議事録の公表を適切に実施して、農業委員会の議事の公正さを確保すること。 

(２)農業委員、農地利用最適化推進委員としての高い倫理観を維持し、法令遵守

を徹底するための研修等を実施すること。 

令和元年１２月２４日 

白岡市農業委員会 

 

局長 最後に、前回の農業委員会の議題でありました、台風１９号の影響による稲藁の

現状を報告させていただきます。 

先月の総会終了後の翌週に回覧の原稿ができまして、ご覧になったかと思います

が、今月の最初の週に南彩農協の支部長を通して回覧をお願いしたところです。回

覧の内容につきましては１２月２７日までに制度を利用して処分したい方は連絡を

していただきたい。実際に２月１４日までに搬入をしていただきたい。 

申し込みの状況について、白岡市については、現在２件申し込みが入っておりま

す。ちなみに先週の段階で、蓮田市では０件、宮代町では１件、久喜市では２件な

のですが、多面的な支払い交付金事業の団体を利用しているとのことで、４０名程

が関わっているようです。申込期限までもう少しございますので、増えるかもしれ

ないのですが、そのような現状となっております。 

なお、稲藁の野焼きの関係で●●委員からそのような制度があるということで案 



 内がありました。もう一度確認させていただきますと、稲藁の野焼きに関しては、

廃棄物の処理及び清掃に関する法律で、いわゆる次に掲げる場合を除き廃棄物を焼

却してはいけないと規定されています。逆に言えば次に掲げる場合はやむを得ない

ということで、そのやむを得ない廃棄物の焼却の中に、政令の方で決められている

やむを得ないものとして、農業、林業、または漁業を営むために、やむを得ないも

のとして行われる廃棄物の焼却というのがございます。これについては焼却しても

やむを得ないところではありますが、ただ、やむを得ないという中でも軽微な焼却

となっておりまして、その軽微とはどういうものかというと、近隣の迷惑にならな

い程度の焼却行為となっております。したがいまして、苦情等が発生した場合につ

きましては軽微なものとしてみなされないということになります。 

また、農林水産業を営むための必要な焼却ということで、罰則からは除かれると

いうことである。ただし、周囲に迷惑がかからないように十分注意して最小限にと

どめる、ということになる。これらは、環境課の方で実際、野焼きは禁止されてい

ますというチラシを配布している中で、そのような表現もされておりますので、ご

参考になればと思います。 

事務局 以上で、協議報告事項３その他を終わります。 

議長 内容説明が終了いたしました。全体を通しまして御意見・御質疑等ございません

か。 

委員 局長から稲藁の件でお話がありましたが、私は実際現場で写真を撮り、作業をし、

作業後ということで、清掃を行いました。これからでもまだ間に合うということで、

書類を作成し、提出をしました。要は、先ほどお話があったとおり、今月の２７日

までに農政課へ連絡をし、作業は来年度でもよいということでございます。どのよ

うなことをするかというと、私は作業前の写真を撮り、作業中も撮り、作業後も撮

り、そして撮ったものを欲しいという方に渡しました。それから自宅に持ち帰り、

堆肥として使おうと思い、持ち帰りました。写真を農政課へ持っていったらこれで

はダメだと言われ諦めました。今後どうしたらいいかといいますと、作業前に農政

課へ連絡をして頂いてから作業前、作業中、作業後の撮影をし、トラックに積んで、

それを環境センターに持って行く。１㎡当たり５千円が支払われる。いずれにして

も環境センターに持っていかなくてはいけない。まだこれからでも間に合うと思い

ますので制度の利用をしていただけたらと思います。 

議長 以上をもちまして、本日の総会を閉会といたします。 

 【閉会 午前９時５０分】 

  

  

  

 


